
不動産に関する税金
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不動産入手時
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印紙税

•契約書や受取書（領収書）などの経済的な取引に伴って作成した書
類に課せられる税金のこと

（出典：国税庁）
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不動産取得税

•土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したとき
に、取得した方に対して課税される税金。

•有償・無償の別、登記の有無にかかわらず課税。ただし、相続により
取得した場合等、一定の場合には課税されない。

（出典：東京都主税局）
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登録免許税

•不動産取引に際し、所有権保存登記や移転登記等をする際の登記
にかかる税金
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源泉徴収税

•非居住者や外国法人（以下「非居住者等」）との取引でかかる税金

•日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う者
は、法人・個人問わず、その支払の際20.42％の税率により計算した
額の所得税および復興特別所得税を源泉徴収する。

•日本国内にある土地等を購入してその譲渡対価を国内で支払う者
は、非居住者等に対して対価を支払う際10.21％の税率により計算
した額の所得税および復興特別所得税を源泉徴収する。
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相続税

•相続等により財産を取得した場合に、その取得した財産に課される
税金
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贈与税

•個人から贈与により財産を取得した場合に、その取得した財産に課
される税金
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住宅の新築、改修に係る所得税の特別控除

•認定住宅、バリやフリー改修、省エネ改修、耐震改修等で控除が受
けられる
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不動産保有時
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固定資産税

•地方税法の規定により賦課期日（毎年1月1日）現在の登記簿等に
所有者として登記されている人に対して課税
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都市計画税

•都市整備などの費用に充てるための目的税で、原則として都市計画
法による市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者として、毎年
1月1日(賦課期日)現在、固定資産課税台帳に登録されている人に
対して課税
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住宅ローン控除

•個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改
築等(以下「取得等」)をした場合で、一定の要件を満たすときは、そ
の取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計
算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額か
ら控除する
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不動産手放す時
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譲渡所得税

•売却した不動産の所有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」で
税率39.63％、5年を超える場合は「長期譲渡所得」で税率20.315％。
2037年まで所得税に対して2.1％の復興特別所得税が加算。
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居住用不動産の譲渡

• マイホーム（居住用財産）を売ったときは、所有期間の長短に関係な
く譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例
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事業用不動産の買換え

•個人が、事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等（譲
渡資産）を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等
の特定の資産（買換資産）を取得し、その取得の日から1年以内にそ
の買換資産を事業の用に供したときは、一定の要件のもと、譲渡益
の一部に対する課税を将来に繰り延べが可能

（出典：国税庁）
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固定資産の交換

•固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲
渡がなかったものとする特例

（出典：国税庁）
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優良住宅地造成のための譲渡
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